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８.  病児保育室利用の流れ やまもとクリニック「うたたね」の場合 
 

             ２ページの「病児保育事業利用登録フォーム」にてご登録ください 

「  「病児保育事業利用登録フォーム」にてご登録ください。 

利用には、年度ごとに登録が必要です。 

病児保育事業利用年度分の就労証明書等をご提出いただいていない場合、保護者の方それぞれの「就労証 

明書」等のご提出が必要です。 
 

前開室日までに予約が必要です 

             予約受付時間は、平日の午前９時～午後７時です。 

月曜日の予約に限り、前週土曜日の午前９時～午後５時も受付します。 

キャンセルの場合は、利用前日の午後７時までに連絡してください。 

                  ※利用希望日前日午後７時までにうたたねに対し、必ず意見書の疾病等の番号をご連絡してください。 
           

 利用日の前日までに受診し、意見書のご用意のうえ、うたたねへご連絡ください 

※この時点での利用予定の児童の病状や隔離等の都合により、受入れできないことがあります。 

          か かりつけ医等の診断を受け、「茨木市病児保育意見書」（有料、利用申込書に併記）を記入してもらってく 

ださい。電話等で意見書の疾病等の番号をお知らせいただき、受入れについて最終確認を行った後、予約 

の完了となります。 

 

            利用当日の午前８時 30 分（早朝利用の方は午前８時から）入室前問診を行います 

            直接、病児保育室うたたねにお越しください。（※複数名ご利用の日はお待ちいただく場合もあります）。 

病状の悪化が予想されるお子さまの保護者の方には、９時からの小児科医診察のため残っていただく場

合があります。 

※当日の児童の病状や隔離等の都合により、受入れできないことがあります。 

※年度ごとに、初回利用時には「病児保育室うたたね利用登録票」を記入・提出いただきます。 

 

            利用料金の支払い 

 

【留意事項】 

※病児保育は治療行為ではありません。抗原検査を行う場合も薬剤の処方等はおこないません。 

※処方されたお薬と、お弁当を持参してください。その他持ち物は、市ホームページにてご確認ください。 

※お子さまの病状が急変した場合は、ただちに保護者の方に連絡させていただき、お迎えをお願いする場合があります。 

※きわめて緊急性が高いと判断した場合は、医療行為を行います。その際は診療費が別途必要です。 

※利用当日や連絡なしのキャンセルのため、利用できない方が増えています。キャンセルの場合、必ず施設へご連絡お願いします。 

※感染対策には細心の注意を払っておりますが、病児保育室内で他の疾病に感染するケースは、病児保育事業の性質上、完全に防 

ぐことはできません。ご理解のうえ、ご利用いただけますようよろしくお願いします。 
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※意見書の疾病等の番号を

ご連絡されない場合はキャン

セル扱いとなります！ 


